
ご契約にあたって 

［契約締結前交付書面］ 

（仮想通貨付与プラン） 

 

 

電気事業法第２条の１３の規定に基づき，お客さまとの電気需給契約（以下「需給契約」といいます。）の

締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので，内容にご同意のうえお申込みくださいま

すようお願いいたします。 

なお，本書に記載のない事項については，株式会社リミックスポイント（以下「当社」といいます。）が別

に定める「リミックスでんき約款（低圧）」（以下「約款」といいます），「リミックスでんき料金定義書」（以

下「料金定義書」といいます。），「電気代割引プラン」（電気代割引プランの適用条件等を定めた規定のことを

指します。），「仮想通貨付与プラン」（仮想通貨付与プランの適用条件等を定めた規定のことを指し，以下「本

プラン適用規約」といいます。）（以下、あわせて「約款等」といいます。），ならびにお客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」といいます。）の定める託送供給等約款およ

びその他供給条件等（以下「託送約款等」といいます。）によります。 

約款等は，当社 Web サイト（https://www.remixpoint.co.jp/）でご確認いただけます。 

また，託送約款等は，当該一般送配電事業者のホームページでご確認ください。  

 

１．小売電気事業者の名称および登録番号 

名 称：株式会社リミックスポイント（Remixpoint, inc.） 

本店住所：東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 住友不動産六本木グランドタワー36 階 

登録番号：A0090 

 

２．ご使用開始のお申込み方法 

次の事項を明らかにして，所定の当社 Web サイトからお申込みいただきます。 

 

仮想通貨付与プラン（以下「本プラン」といいます。）の選択，契約種別，供給電気方式，需給地点，

需要場所（供給地点特定番号を含みます。），供給電圧，契約電力，契約容量，契約主開閉器，負荷設

備，発電設備，用途，使用開始希望日，料金の支払方法 

※本プランの適用には「21．本プランの適用条件等」記載の条件を充足する必要があります。万が一

条件が充足しない場合には，お客さまからプランの変更のお申込みがあり当社がこれを承諾した時

点から改めて電気代割引プランが適用されるものとします。 

※本プランが適用されている間は，電気代割引プランの重複適用は受けられません。なお，プランの

変更は，「21．本プランの適用条件等 （１）適用対象」に記載のとおりとなります。 

 

３．供給の開始 

当社は，お客さまのお申込みを承諾した場合には，お客さまと協議のうえ，需給開始日を定め，供給

準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに電気を供給いたします。ただし，当該一般送配電事業

者の所定の手続きの進行状況等によって，あらかじめ定めた需給開始日までに電気を供給できないこと

が明らかになった場合には，あらためてお客さまと協議のうえ，需給開始日を定めます。 

また，当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合で，当社以外の者

との需給契約の廃止手続きが完了していないときには，需給開始日をあらためて協議いたします。 



 

４．供給電圧および周波数 

供給電圧および周波数は，お客さまのお申込みいただいた内容により適用される約款および料金定義

書の定めによります。 

 

５．契約電力および契約容量の決定方法 

   契約電力または契約容量は，お客さまがお申込みいただいた内容により適用を受ける約款および料金

定義書の定めに基づきます。 

 

６．電気料金の算定方法 

ご契約いただく電気料金メニューは，お客さまのお申し込みいただいた内容に基づき適用いたします。 

電気料金は，お客さまのお申込み内容に応じた契約種別ごとに料金定義書に定める基本料金と，その

月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に，再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたも

のになります。電力量料金は，「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。なお，燃料費

調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，エリアごとの各地域電力会社のホームペー

ジ等でご案内しております。 

電気料金の算定期間は，前月の計量日等から当月の計量日等の前日までの期間とします。ただし，需

給契約の開始または廃止により，使用期間が１月に満たない場合，日割計算をいたします。  

（１）基本料金 

契約種別と契約電力または契約容量によって１月単位に決められた料金です。なお，契約種別によ

っては，基本料金の代わりに，「最低料金」が適用になる場合があります。 

（２）電力量料金 

契約種別ごとの単価に使用電力量を乗じて算定します。なお，「燃料費調整額※」を加算または差

し引いて算定します。 

※原油・ＬＮＧ・石炭の価格変動を料金に反映させるため，燃料価格の変動に応じて一定の基準によ

り電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい，本制度に基づき，燃料費調整

単価に使用電力量を乗じて算定します。 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

経済産業大臣が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に使用電力量を乗じて算定いた

します。 

（４）延滞利息 

お客さまが債務（延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます｡）について支払

われない場合は，延滞利息を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。延滞利息が発生す

る起算日は，お客さまが指定された支払方法に応じて，当社が定める支払期日の翌日とします。 

延滞利息は，起算日から支払いがなされた日までの日数に応じて，年率 14.6％の割合（年当たりの

割合は，閏年の日を含む期間についても，365 日当たりの割合とします｡）で算定し，延滞利息が発

生した月の翌月の料金と合算して請求いたします。 

 

７．使用電力量の算定 

使用電力量は，託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量とし，

料金の算定期間の使用電力量は，原則として 30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計し

た値とします。 

なお，計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には，使用電力量は，約款



等の定めるところにより，お客さまと当社との協議によって定めます。 

 

８．工事費等の負担 

当社は，当該一般送配電事業者から，託送約款等に基づき，お客さまへの電気の供給に伴う工事等に

かかわる工事費等の請求を受けた場合は，当社は，その実費相当額を工事費負担金としてお客さまから

申し受ける場合があります。この場合，原則として当該一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。 

 

９．電気料金等の減免措置 

当社が，自然災害等に伴い電気料金等の支払期日の延伸もしくは減免措置を講じる場合，その旨を当

社ホームページ等に掲出しお客さまにお知らせいたします。 

お客さまの選択により割引プランの適用を受ける需給契約については，料金定義書に定める電気料金

から割引プランによる電気料金の割引を受けることができます。なお，1 需給契約につき，仮想通貨プ

ランと重複して割引プランの適用を受けることはできません。 

 

10．電気料金等の支払方法 

電気料金については毎月，工事費等についてはその都度，当社の指定する金融機関等を通じてお支払

いいただきます。 

なお，電気料金については，口座振替払い，クレジットカード払いの中から，お客さまが指定された

方法によりお支払いいただきます。ただし，特別の事情がある場合には，当社が指定した様式により当

社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただくことがあります。 

請求書，利用明細書について書面の発行を希望される場合には，有料（1 通につき 200 円（税別））で

発行いたします。 

 

11．契約期間 

需給開始日から１年目の日までとします。 

需給契約の契約期間の満了に先立ちお客さまと当社の双方が契約内容の変更もしくは解約の申し入れ

を行なわない場合には，需給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたし

ます。 

 

12．需要場所への立入りによる業務の実施 

当社または当該一般送配電事業者は，次の業務を実施するため，お客さまの承諾を得てお客さまの土

地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入

ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

・供給設備等の設計，施工，改修または検査 ・お客さまの電気工作物の検査等 

・計量器の検針または計量値の確認 ・需給契約の廃止または解約等により必要な処置  

 

13．保安に対するお客さまの協力 

次の場合，お客さまは，すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきま

す。 

・引込線，計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり，

または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合。 

・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，

それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合。 



 

14．需給契約の変更・廃止 

お客さまが需給契約の内容の変更を希望される場合は，２（ご使用開始のお申込み方法）に準じてお

申込みいただきます。 

また，需給契約の廃止を希望される場合は，あらかじめその廃止期日を定め，当社に通知していただ

きます。 

 

15．解約等 

（１）次のいずれかに該当する場合には，当社は，需給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。 

イ お客さまが料金を，支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合 

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を，支払期日をさらに 20 日経

過してなお支払われない場合 

ハ 約款等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務を支払われない場合 

ニ その他，需給契約に違反した場合 

（２）お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され，電気を使用されていないこと

が明らかな場合には，電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものと

します。 

（３）当社との需給契約の解約に伴い，結果的にお客さまが他の小売電気事業者等から電気の供給を受けら

れない場合には，当該一般送配電事業者による電気の供給が停止されることがあります。そのときに

はお客さまは，一般送配電事業者に対して最終保証供給・特定小売供給を申込む必要があります。 

 

16．需給契約の廃止または変更に伴う料金および工事費の精算 

   お客さまが，契約電力または契約容量を新たに設定し，または増加された日以降１年に満たないで電

気の使用を廃止しようとし，または契約電力もしくは契約容量を減少しようとされる場合には，原則と

して，約款等の定めに基づき料金および工事費をお客さまに精算していただきます。 

 

17．違約金 

お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不

正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れ

た金額の３倍に相当する金額を，違約金として申し受けます。「免れた金額」とは，約款等に基づいて算

定された金額と，不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお，不正に使用され

た期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期間とします。 

 

18．設備の賠償 

お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物等を損傷

し，または亡失したことにより，当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は，当社は，

その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。 

 

19．信用情報の共有 

お客さまが，約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について，当社の定める

期日を経過してなお支払われない場合等には，当社は，お客さまの氏名，住所，支払状況等の情報を他

の小売電気事業者へ通知することがあります。  



 

20．その他 

   当社は，約款等を変更する場合があります。この場合，当社 Web サイト等を通じてご案内いたします。 

 

21．本プランの適用条件等 

 （１）適用対象 

   本プランは，当社との間で従量電灯または低圧電力に関する需給契約を締結しているお客さまで，本

プランにお申込みいただいたお客さまに適用されます。ただし，次のイおよびロの条件を満たしてい

る場合に限ります。 

   ※高圧または特別高圧の需給契約については適用されません。 

   ※本プランの適用対象のお客さまが電気代割引プランに変更する場合には，当社所定の様式によりお

申込みをお願いします。 

   ※本プランと電気代割引プランは，同時に適用されることはありません。また，お申込みの時期（プラ

ンの変更申込を含みます。）によっては，いずれのプランも適用されない期間があります。ご了承く

ださい。 

  イ 仮想通貨取引口座の開設・維持 

 ・本プランの適用を受けるには，株式会社ビットポイントジャパン（以下「BPJ」といいます。）におい

て，仮想通貨取引口座（以下「BPJ 取引口座」といいます。）を開設し，仮想通貨送付時においてこれ

を有効に維持していただく必要があります。 

 ・非居住者，日本国内に本拠地を持たない外国法人等、BPJ 取引口座を開設することのできないお客さ

まは，仮想通貨の送付を受けることができません。なお，代理人名義での BPJ 取引口座の開設もする

ことができません。 

 ・BPJ 取引口座の開設は，本名で行っていただくことを原則としています。需給契約の締結を通名，通

称で行われた場合，名寄せまたは同一人物であることの確認をします。同一人物であることの確認が

取れない場合には，仮想通貨の送付をすることはできません。 

・仮想通貨送付を受ける BPJ 取引口座の変更をすることはできません。 

 ロ その他 

   ・当社は、本プランの実施のために，当社と BPJ との間で、お客さまに関する情報（（氏名，住所等））

を共有することがあり，お客さまにはそれを承諾していただきます。 

   ・万が一 BPJ 取引口座を開設できない場合，BPJ 取引口座を解約した場合，BPJ 取引口座における会

員資格が停止された場合，BPJ 取引口座が廃止された場合には，本プランは適用されません。また，

上記の場合で，お客さまから当社に対して何ら通知がない場合には，電気代割引プランも適用されま

せん。 

   ・BPJ 取引口座の開設不能，会員資格停止もしくは廃止の理由によっては，当社は，お客さまとの電気

需要契約を解約する場合があります。 

  ・BPJ 取引口座の開設その他 BPJ との取引条件につきましては，BPJ の取引約款等をご確認ください。 

  ・その他の事項につきましては，本プラン適用規約をご確認ください。 

 （２）リミックスでんきポイント 

  イ ポイント付与の考え方 

  ・料金定義書に基づき算定されるお客さまの電気料金について，当社は，ロ所定の計算式に基づき算出 

されるポイント（以下「リミックスでんきポイント」といいます。）を付与します。 

・有効に保持しているリミックスでんきポイント数に応じて，仮想通貨換算時点のレートにおける仮想

通貨がお客さまの BPJ 取引口座に対して送付されます。 



  ロ ポイントの算定 

 お客さまの月々の電気料金に対し，本プラン適用規約に基づき算出された金額について，1 円＝1 ポ

イントとして，お客さまに付与すべきリミックスでんきポイントの数を算出します。 

   ※ポイント数の算出のもととなる，基本料金および電力量料金は消費税等相当額を除いた金額としま

す。 

   ※再生エネルギー賦課金および燃料調整費，ならびに工事負担金，各種手数料，違約金，保証金等は，

リミックスでんきポイントの算出対象とはなりません。 

   ※お客さまに料金等の債務の未履行がある場合には，当社は，リミックスでんきポイントの付与を行

わず，また，いったん付与したリミックスでんきポイントを無効とすることができます。 

  ハ ポイント等の内容 

   ・リミックスでんきポイントは，本プランに基づき仮想通貨の送付を受ける以外は，現金その他金品に

交換することはできません。 

   ・リミックスでんきポイント，リミックスでんきポイントの付与を受ける権利，リミックスでんきポイ

ントと交換される仮想通貨の送付を受ける権利は，第三者に譲渡することはできません。 

   ・需給契約上の地位の譲渡および需給契約の名義変更に際して，保持しているリミックスでんきポイン

トは、譲渡人もしくは変更後の名義人に対して譲渡されず，当該事由の発生時に自動的に消滅し無効

となり，仮想通貨への交換対象とはなりません。 

   ・需給契約の解約、終了等廃止の場合には，保持しているリミックスでんきポイントは，当該事由の発

生時に自動的に消滅し無効となり，仮想通貨への交換対象とはなりません。また，需給契約の内容変

更の際には，変更内容によっては，本プランの適用を受けられず，保持しているリミックスでんきポ

イントが無効になる場合があります。ご了承ください。 

   ・本プランから電気代割引プランに変更する場合，保持しているリミックスでんきポイントを引き継ぐ

ことはできません。直後の仮想通貨の送付のタイミングで，プラン変更時に保持していたリミックス

でんきポイント数に応じて，仮想通貨の送付を受けることができます。 

  ニ その他 

   ・当社の判断により，リミックスでんきポイントの算出方法を変更することができ，また，リミックス

でんきポイントの付与を停止しまたは中止することができるものとします。 

 （３）仮想通貨の送付 

  イ 仮想通貨送付の考え方 

   ・仮想通貨への換算レート確定日において保持しているリミックスでんきポイントの数に応じて，換算

レートにより換算された仮想通貨を，仮想通貨送付日にお客さまの BPJ 取引口座に送付するものと

します。 

   ・送付する仮想通貨は，ビットコイン（BTC）とします。ただし，当社の判断により，BPJ が取り扱う

他のビットコインもしくは仮想通貨に変更する場合があります。 

   ・仮想通貨送付時にお客さまの BPJ 取引口座が有効に維持されていない場合には，仮想通貨の送付を

行うことはできず，お客さまの仮想通貨の送付を受ける権利は消滅します。また，この場合，リミッ

クスでんきポイントも消滅し，次回の仮想通貨送付時への繰り越しはありません。 

  ロ 仮想通貨の送付 

   ・換算レート確定日において有効に保持しているリミックスでんきポイントの数（1 ポイント＝1 円相

当）に応じて、換算レート確定日における換算レートに基づき送付すべき仮想通貨の量を自動的に決

定します。 

   ・仮想通貨の送付に関するスケジュール，リミックスでんきポイントの仮想通貨への換算レート，送付

すべき仮想通貨の数量の算出方法等につきましては，本プラン適用規約をご確認ください。 



  ハ その他 

    ・仮想通貨の送付時に送付すべき当該仮想通貨の取引単位に満たずに残存するリミックスでんきポイン

トは，次回の送付時に限り繰り越すことができます。それでも，送付すべき仮想通貨の取引単位に満た

ない場合には，換算レート確定日において自動的に消滅し無効となります。 

    ・換算レート確定日から仮想通貨の送付の日までの間に，お客さまに料金等の債務の未履行がある場合

には，当社は，仮想通貨の送付を行わないことができます。 

    ・当社の判断により，仮想通貨の送付を停止しまたは中止することができるものとします。 

 （４）その他留意事項 

  ・本プランは、仮想通貨の売買の勧誘ならびに媒介，取次ぎまたは代理を行うものではありません。 

    ・当社および BPJ は，送付する仮想通貨について金銭的価値を保証しません。 

    ・当社および BPJ は，送付した仮想通貨の保有者が，当該仮想通貨を用いて，当社，BPJ その他の第三

者が提供する財または役務と購入・利用・交換等を行うことができることを保証するものではありま

せん。 

 ・送付する仮想通貨は，日本通貨，いずれの外国通貨，その他の仮想通貨とも交換レートは固定されてい

ません。したがって，当該仮想通貨の金銭的価値は，その取引相場により変動します。 

 ・仮想通貨に関する会計上および税務上の取扱いについては，お客さまの責任において，公認会計士，税

理士等の専門家にお問い合わせください。 

 ・法令の変更，経済情勢の急激な変動等により，本プランの内容を見直す場合があります。その場合，速

やかにしかるべき方法でお知らせします。 

 ・日本通貨の通貨単位が変更となる場合には，リミックスでんきポイント，送付する仮想通貨の量につい

て，当該通貨単位の変更内容に応じて見直す場合があります。 

 

22．お問合せ先  

電話 ： 03-6303-0328 

FAX ： 03-6303-0293 

月曜 ～ 金曜（祝日・年末年始を除く） 10:00 から 18:00 まで 

 

以 上 


